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天
ぷ
ら
油（
廃
食
油
）の

回
収
を
随
時
行
い
ま
す

　これまで年２回の粗大ごみの日に回収していた「家庭で使
用された天ぷら油（廃食油）」を、４月１日から市役所各庁
舎に回収箱を設置し、随時回収します。
　回収した廃食油はバイオディーゼル燃料に生まれ変わり、
加東市においては、マイクロバスやごみ収集車などの燃料の
一部として利用され、二酸化炭素の削減に貢献しています。
　地球にやさしい燃料となる廃食油の回収量を増やすため、
みなさまのご協力をお願いいたします。

設 置 場 所　
　市役所 社・滝野・東条庁舎の玄関付近
回収できる油　　
　家庭から出る使用済み天ぷら油（植物性）
　※動物性油、事業に用いた廃食油、灯油などは回収
　　できません。
持 込 方 法　　
　油の入っていた容器やペットボトルなどのプラスチック製
　容器に入れて密封したうえで、回収箱に入れてください。
問い合わせ　市民安全部生活課（滝野庁舎）　　４８－３５２８
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　国の「新型インフルエンザワクチン接種
の基本方針」が改正され、すべての方が新
型インフルエンザワクチンを接種できるこ
とになりました。接種を希望される方は、
医療機関に予約のうえ、接種してください。
　なお、新型インフルエンザ予防接種は、
重症化防止というメリットもありますが、
接種後、腫れや発熱を発症したり、まれに
重篤な症状を引き起こすこともあります。
　この点をご理解いただいたうえで、みな
さまの判断により接種を受けるようにして
ください。

　これまで３か月に１回行っていた硬
質プラスチックの収集を、４月から毎
月１回行います。
　また、東条地域では別の日に行って
いたびんとペットボトルの収集を、同
じ日に行うことになりました。
　くわしくは、広報かとう３月号と一
緒にお配りした平成２２年度ごみ収集
カレンダーでご確認ください。

社･東条地域の
ごみ収集日が変わります


